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公立大学法人首都大学東京の業務実績評価に係る 

法人への要望、期待等の取扱いについて 

 

 東京都地方独立行政法人評価委員会公立大学分科会（以下「公立大学分科会」という。）が、地

方独立行政法人法第２８条（以下「法」という。）の規定に基づき実施する、公立大学法人首都大

学東京（以下「法人」という。）各事業年度の業務実績評価に係る法人への要望、期待等の取扱い

については、下記のとおりとする。 

 

記 

 

 

 公立大学分科会は、法人の各事業年度に係る業務実績評価を毎年度実施しているところである。 

評価の実施に当たっては、「公立大学法人首都大学東京の業務実績評価方針及び評価方法」に基

づき、法人が作成し公立大学分科会に提出した業務実績報告書等を基に検証を行い評価し、その結

果については、法に基づいて法人に通知するとともに、設立団体の長に報告し公表している。 

 公立大学分科会では、業務実績評価を実施するに当たり、評価委員の見識に基づいた多面的な検

証を行い、法人運営の改善、教育研究の質の向上に資するという見地から、法人への強い要望から

期待までを一つの評価書に記載してきたところである。 

この度、これを見直し、全てを評価書に記載していた法人への要望、期待等については、以下の

とおり取扱うこととする。 

 

 

１ 業務実績評価書に記載する要望等 

○ 評価書に記載する評価委員会からの要望等については、中期計画との関連性及びその重要性、

緊急性などを勘案の上記載する。 

○ 記載した内容については、法人から対応報告を求める。 

 

 

２ 業務実績評価書とは別にとりまとめる「参考意見」 

○ 上記１以外の要望、期待等については、評価書とは別に「参考意見」として非公式にとりま

とめ、法人に提供する。 

○ 「参考意見」のとりまとめに当たっては、分科会長がその責任において各委員の意見を整理

することとする。 

○ 「参考意見」を公立大学法人首都大学東京の法人運営や教育研究の質の向上に生かすため、

公立大学分科会と法人との間において非公式な意見交換を行う機会を設けることとする。 

 

 

 

 

 

公立大学分科会と法人との間において意見交換を行う際は、「参考意見」を参照しながら議論

が進められると思われるため、必要に応じて法人内での手持資料などを準備していただけるよ

うお願いする。 


